
番号 添付書類 様式等

1 指定に係る記載事項 付表２ ○ ○

2 申請者の登記事項証明書又は条例等 原本 ○ ○

3 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
参考様式１－２
（記入例あり） ○ ○

4 従業者の資格を証する書類の写し 原本の写し ○ —

5 事業所の平面図 参考様式２ ○ ○

6 事業を行う区画の求積図 参考様式２ ○ —

7 設備等一覧表
参考様式３
（記入例あり）

○ —

8 運営規程 様式任意 ○ ○

9
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置
の概要

参考様式４ ○ ○

10 誓約書 参考様式５ ○ ○

11 老人福祉法に係る設置届出等の写し 原本の写し ○ -

12 建築確認申請書及び検査済証の写し 原本の写し ○ -

13 消防用設備等検査済証の写し 原本の写し ○ -

14
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る
体制等に関する届出書

別紙１ ○ -

15 体制等状況一覧表 別紙１-４ ○ -

No. 添付書類 様式等

1
サービス利用に係る契約書及び重要事項説明
書

原本 ○ -

添付書類一覧【新規指定申請用】
　（介護予防通所介護相当サービス・通所型サービスA用）

　新規指定申請に必要な書類は、「指定申請書」及び下表の「添付書類」「現地確認用事前提出書類」です。
　添付書類は申請するサービスによって異なります。○印のついている書類を提出してください。

設備基準上、適合すべき項目の状況について記載してください。

添付書類 介護予防
通所介護

相当サービ
ス

・同じ事業者が、同時に複数の事業所（施設）の指定申請を行う場合（例えば、A法人が、介護予防通所介護相当サービスと通所型
サービスAの２つの事業所を共に4月1日指定で申請している場合）、１つの事業所（施設）の指定申請書類に登記事項証明書の原本
を添付していれば、他の事業所（施設）の指定申請書類にはその写しを添付して差支えありません。その場合、当該写しに「原本は、
介護予防通所介護相当サービスの添付」と記載するなど、原本の添付先を明記してください。
・「条例」の場合は、公報等、当該条例の本文が分かるものの写しを提出してください。

・「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」は、指定予定日の属する月のものを作成してください。
・職種、勤務形態、氏名及び当該業務の勤務時間が確認できる場合は勤務割表等の任意様式で代替可能です。

資格を証する具体的な提出書類については、下記をご覧ください。

【介護予防通所介護相当サービス】
■生活相談員…社会福祉士登録証、社会福祉主事任用資格を証する書類又は精神保健福祉士登録証。その他前述の者と同等以
上の能力を有すると認められる者の資格を有する書類（平成29年3月1日付け高福第4328号-3新発田市高齢福祉課長通知「地域密
着型通所介護事業所等における生活相談員の資格要件について」1（2）参照）
■看護職員…看護師免許証又は准看護師免許証
■機能訓練指導員…理学療法士免許証、作業療法士免許証、言語聴覚士免許証、看護師免許証、准看護師免許証、柔道整復師
免許証（免許証明書）又はあん摩マッサージ指圧師免許証

任意様式も可能です。

任意様式も可能です。当該事業を行う設備基準上の専用区画（事務室、食堂、機能訓練室、静養室、浴室、相談室、会議室等）の面
積が分かる図面を提出してください。「事業所の平面図」と併せて当該求積図を併せて１枚の図面で提出しても差し支えありません。

○ 次の内容を記載してください。
　運営規程の概要・従業者の勤務体制・秘密の保持・事故発生時の対応・苦情処理の体制（市町村や国保連の連絡先も入れる）

通所型
サービスA

　備　考

算定する加算に応じて、別紙「体制届添付書類一覧」に記載する添付書類を添付してください。

県等に届出をしている老人福祉法に係る設置届出等の写しを添付してください。

・建築基準法の規定による建築物の確認の申請書の写し及び検査済証の写しをそれぞれ提出してください。
・建築基準法に規定する耐火基準等に合致しているか確認するものです。

・消防法の規定に基づく消防用設備等検査済証の写しを提出してください。
・消防法に規定する消防用設備等が設置されているか確認するものです。

現地確認用事前提出書類　（以下の書類を指定申請書類と併せて提出してください。）　
　備　考
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番号 添付書類 様式等

1 指定に係る記載事項 付表１

2 申請者の登記事項証明書又は条例等 原本

3 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
参考様式１-１（記入例あ
り）

4 従業者の資格を証する書類の写し 原本の写し

5 サービス提供責任者（訪問事業責任者）経歴書 参考様式６

6 事業所の平面図 参考様式２

7 設備・備品等の写真 様式任意

8 運営規程 様式任意

9
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の
概要

参考様式４
（記入例あり）

10 誓約書 参考様式５

11 従業者の身分証明書の様式 参考様式７

12 老人福祉法に係る設置届出等の写し 原本の写し

13
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体
制等に関する届出書

別紙１

14 体制等状況一覧表 別紙１‐４

No. 添付書類 様式等

1 サービス利用に係る契約書及び重要事項説明書 原本

2 個人情報の使用に関する同意書 原本

3 掲示物（事業所の見やすい所に掲示するもの）
参考様式９
（記入例あり）

4 広告やパンフレット 原本

5 辞令書（又は雇用契約書）の写し 原本の写し

6
秘密保持について定めた誓約書等又は秘密保持
について規定のある就業規則

原本の写し

添付書類一覧【新規指定申請用】
（介護予防訪問介護相当サービス・訪問型サービスA用）

　新規指定申請に必要な書類は、「指定申請書」及び下表の「添付書類」「現地確認用事前提出書類」です。
　注：申請はサービス毎に行うため、介護予防訪問介護相当サービスと訪問型サービスAを同時に申請する場合であっても、「指定申請書」「添付書類」は、それぞれ作成し
てください。

任意様式も可能です。

・次のⅠ～Ⅲの各資格等要件に応じ、それぞれ下表右の書類をもって経歴書とみなす（根拠：H24.3.30付け老振発第03230号第
１号厚生労働省通知）ことから、下表右の書類を添付した場合は、改めて「サービス提供責任者（訪問事業責任者）経歴書」を
作成・提出する必要はありません。

・同じ事業者が、同時に複数の事業所（施設）の指定申請を行う場合（例えば、Ａ法人が、介護予防訪問介護相当サービスと訪
問型サービスAの２つの事業所を共に4月1日指定で申請している場合）、１つの事業所（施設）の指定申請書類に登記事項証
明書の原本を添付していれば、他の事業所（施設）の指定申請書類にはその写しを添付して差し支えありません。その場合、当
該写しに「原本は、介護予防訪問介護相当サービスに添付」と記載するなど、原本の添付先を明記してください。
・「条例」の場合は、公報等、当該条例の本文が分かるものの写しを提出してください。

添付書類

　備　考

・「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」は、指定予定日の属する月のものを作成してください。
・職種、勤務形態、氏名及び当該業務の勤務時間が確認できる場合は勤務割表等の任意様式で代替可能です。

資格を証する具体的な提出書類については、①②のとおりです。

①訪問介護員（介護予防訪問介護相当サービスの場合）
介護福祉士登録証、介護職員基礎研修課程修了証、訪問介護員養成研修１級課程修了証（又は家庭奉仕員講習会修了証※
1）、訪問介護員養成研修２級課程修了証又は介護職員初任者研修修了証
（※1）「家庭奉仕員講習会修了証」を有する者は、「訪問介護員養成研修１級課程修了者」とみなす

②訪問介護員（訪問型サービスAの場合）
上記①の書類、「一定の研修受講者」であることを証する研修終了証（※2）
（※2）「一定の研修」について詳しくは、市通知（「訪問型サービスA（緩和した基準によるサービス）における一定の研修につい
て」ホームページ掲載）でご確認ください。

下記の①～⑤の写真を提出してください。
各写真にタイトル及び番号を付け、平面図上に写真番号及び撮影方向を矢印で明記するなど、それぞれの写真が平面図のど
の部分を撮影したものかが分かるよう明示してください。
①建物の外観②事務室③相談室④手指洗浄設備（洗面台、液体せっけん、ペーパータオル等）⑤個人情報を保護するための
鍵のかかる書庫を撮影した写真

○ 次の内容を具体的に分かりやすく記載（掲示）してください。
　運営規程の概要・従業者の勤務体制・利用料その他の費用の額（その事業所で算定可能なもの）
・秘密の保持・　事故発生時の対応　苦情処理の体制

● 広告又はパンフレットの内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか確認するものです。
○ 作成予定がある場合はその原稿等を提出してください。作成予定なしの場合は提出不要です。

● 辞令又は雇用契約書等により、「事業所」の従業者として位置づけられているか確認するものです。
○ 次の内容を、具体的に分かりやすく記載（提出）してください。
　従業者氏名・従事開始日・申請に係る事業所名・従事する職種名称（兼務者の場合は、兼務する職種名も記載してください。）
○ 申請に係る管理者及び従業者全員分を提出してください。

● 利用者及び家族の個人情報について、就業中及び退職後の秘密保持について定めがあるか確認するものです。
○ 申請に係る管理者及び従業者全員分を提出してください。

現地確認用事前提出書類　（以下の書類を指定申請書類と併せて提出してください。）　
　備　考

○ 次の内容を記載してください。
　運営規程の概要・従業者の勤務体制・秘密の保持・事故発生時の対応・苦情処理の体制（市町村や国保連の連絡先も入れ
る）

● 個人情報使用に関する利用者及び家族からの同意を求める書類を提出してください。
○ 契約書又は重要事項説明書で定めている場合は提出不要です。

利用者宅への訪問時等に提示する、事業所における従業者の身分を証する書類の記載内容を確認するものです。記入例に従
い、当該事業所の名称、従業者の氏名、職名等を記載の上、証明欄には、法人名、法人代表者の職・氏名、代表者印を明示し
てください。

算定する加算に応じて、別紙「体制届添付書類一覧」に記載する添付書類を添付してください。

県等に届出をしている老人福祉法に係る設置届出等の写しを添付してください。

【サービス提供責任者（訪問事業責任者）資格要件】・・・【経歴書とみなす書類】

Ⅰ介護福祉士・・・・・・・・・・・・・・・介護福祉士登録証の写し

Ⅱ介護職員養成研修基礎研修・・・当該研修の修了証の写し

Ⅲ介護職員養成研修１級課程・・・当該研修の修了証の写し

2 / 2 ページ


